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１　事業の概要
　(1) 目的　女性保護施設さつき寮に係る指定管理者の指定
　(2) 内容　女性保護施設さつき寮については、平成18年４月より地方自治法第244条の２に基づき指定管理者制度を導入
　　　　　しているが、指定期間の満了に伴い、平成28年４月１日から令和８年３月31日までの10年間を指定期間として、
　　　　　改めて指定管理者の指定を行うもの。

２　スケジュール
　　平成28年４月１日から令和８年３月31日まで

３　限度額の積算内訳
　　指定管理料（年額）　平成28年度～令和６年度　145,964千円（うち特定財源66,282千円）
　　　　　　　　　　　　令和７年度　　　　　　　128,484千円（うち特定財源55,372千円）
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